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本稿は第一次世界大戦の５年前に陸軍省の指

導によってイギリス赤十字社のもとに組織され

た「ボランタリー救助部隊 （Voluntary Aid

Detachments: VAD）」〔以下VADと略注〕の

設立経過を明らかにしようとするものである。

VADは，1909年に戦時傷病者の救助を行う

ために国民のボランタリーな意志による参加を

基礎に陸軍省によって組織された。第一次世界

大戦の始まった1914年８月１日には，男性

VAD543部隊23047人，女性VAD1811部隊

47196人を数えるにいたり，軍医療体制の補完

役として第一次および第二次世界大戦で重要な

役割をはたした１）。

このVADにかんする研究は，これまで大き

くわけて次の三つの視点からなされてきた。第

一の視点は，戦争との関係でVAD活動を位置

づけるものである。ジョン・F・ハチンソン

（John F.Hutchinson）は，Champions of

Charity［1996年］で赤十字２）が戦争と共に発

展してきたことを検証し，一般に信じられてい
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〔研究ノート〕

1909年のイギリス赤十字社「ボランタリー救助部隊
（Voluntary Aid Detachments: VAD）」の誕生

黒川　章子＊

「ボランタリー救助組織（Voluntary Aid Detachments:VAD）」は，戦時傷病兵救護を目的として，

第一次世界大戦前にイギリス陸軍省の指導のもとに赤十字によって創設された組織である。この組織

を通じて，多数の国民たちがボランタリーな意志に基づいてVAD活動に参加していった。とりわけ，

それまで社会的活動に参加する機会を持たなかった女性たちは，「国を守る」という大義のもとに

VADに加わり，戦時医療活動に大きな貢献をした。本稿では，陸軍省と赤十字がどのような関係を築

きながら，VAD設立に至ったのかを明らかにする。すなわち，VADの設立経過およびその目的と実

態を検討することによって，赤十字社および他のボランタリー諸組織の活動が政府や軍との協力関係

の中で確立されていったいきさつを明らかにする。
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る「人道」「博愛」という赤十字のイメージを

覆した３）。そのなかで彼は，イギリス赤十字社

に関してその成立期から第一次世界大戦終了ま

での活動を紹介し，赤十字活動の一環として

VADに言及している。しかしながら，彼は，

イギリス赤十字の創設期におけるVADメンバ

ーの資格をめぐって赤十字社と他のボランタリ

ー団体との対立が存在したことを述べているも

のの，VADの具体的な活動および，その活動

が与えたその後のコミュニティでの福祉や女性

の地位への影響についてはふれていない。他方，

ハチンソンと視点は異なるが，アーサー・マー

ウィック（Arthur Marwick）も戦時下の女性

の活動のひとつとしてVADを取り上げている。

彼は，Women at War 1914-1918 [1977] で第一

次世界大戦下における婦人参政権運動，ボラン

タリー活動，工場労働など女性たちの多方面に

わたる活躍が，戦後，停滞や逆行があったとし

ても女性の政治的社会的権利の拡大に大きな役

割を果たしたと論じている４）。その中でVAD

は傷病者救助という形での中流および上流階級

女性の国家への貢献として描かれている。

第二の視点は，VADを医療と看護の歴史の

中で捉えようとするものである。ブライアン・

エイベル・スミス（Brian Abel-Smith）の

『英国の病院と医療―二百年のあゆみ―』５）で

はイギリス医療史の中で第一次世界大戦期にお

ける赤十字の医療活動の一分野としてVADを

取り上げ，看護婦不足の解消にVADが貢献し

たこと，しかし，VADの看護婦は正規の看護

教育を受けていない者が多く，正規の看護婦と

の間に摩擦が生じたこと，戦争の開始と共に看

護婦養成過程に女性が多数応募したが，それで

も看護婦不足は解消されなかったことを述べて

いる。

第三の視点は，ジェンダー的観点からVAD

を捉えようとするものである。マーガレット・

マイアMargaret Miersは，Gender Issues and

Nursing Practice [1998]で，VADが第一次世界

大戦時の看護婦不足を補ったこと，VADは主

に上流および中流の女性たちで構成され，正規

の看護婦には自分たちの職業的地位を脅かす存

在として写ったことを明らかにしている６）。し

かし，社会的活動に参加する手段をほとんど持

たない中流・上流の女性たちにとって，VAD

はそれをかなえられる大きなチャンスであった

と言う。また，VADに参加した女性の多くは

戦後，元の仕事に戻っていったが，訪問看護婦

としての役割に興味を持ち続けた中流・上流の

女性が存在したことも明らかにしている。この

点に関してはVADの活動が本人のみでなく地

域の福祉活動にもどのように影響をもたらした

のか興味深いところであるが，その点に関して

の言及はない。

三つの視点から先行研究を紹介したが，これ

らの視点は相互に深くかかわりあっており，ア

ン・サマーズ（Anne Summers）はAngels

and Citizens British Women as Military

Nurses 1854-1914［1988年］で，男性の仕事で

あった戦時下の看護が第一次世界大戦前から女

性のものとなっていく中でVADに多数の女性

が参加していった過程と，それにもかかわらず，

戦後，ふたたび女性が社会から締め出されてい

く経過を，戦争（第一次世界大戦），看護，ジ

ェンダーという以上三つの視点を併せた複合的

視点から考察している７）。

本稿ではこれらの先行研究をふまえつつ，ボ

ランタリー活動の一形態としてのVADを生み

出した当時のイギリスの国防体制，特に傷病者

救助制度が，軍と赤十字をはじめとするボラン
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タリー組織とのどのような関係の中で作られて

いったのか，そして，VAD計画の内容はどの

ようなものだったのかを具体的に検討すること

により，陸軍省はVADに何を期待したのかを

明らかにしていきたい。

「ボランタリー」という言葉のとおり，イギ

リス中の男女，特に多くの女性が自らの意志で

VADに加わっていったが，彼女たちの参加の

意志をくみあげ奨励するシステムづくりは，第

一次世界大戦の５年前にすでに始まっていた。

当時，徴兵制度を持たず，兵士も看護人の動員

も国民自身のボランタリーな意志に依拠せざる

をえなかったイギリスでは，VADへの期待は

大きかった。VADメンバー募集のポスターに

描かれたように，ユニフォームに真っ白いエプ

ロン，帽子を身につけ，腕または胸に赤十字の

マークをつけた女性たちはイギリス国内だけで

なく，海外へも出かけていった８）。ナイチンゲ

ールの時代と異なり，限られた階級や人数の女

性だけでなく多数の女性がVADに参加してい

った。

VADは赤十字を通して組織されたものであ

る以上，赤十字組織とその活動を軍との関係で

考察することが必要になる。それはハチンソン

が明らかにした戦争と赤十字の関係が，VAD

という多数の国民を巻き込んだ活動において，

具体的にどのように展開したのかを検証するこ

とにもなるだろう。さらに，赤十字をボランタ

リー組織または非営利組織とする研究がある

が，具体的に軍とどのような関係を築いていっ

たのかを分析することで，これまでの論議に新

たな視点を加えることができると思われる。

本稿は上記の課題に接近するための第一段階

として，まずVADが組織される直前のイギリ

ス赤十字社の動きからVAD誕生までに期間を

限定して，国防体制確立の過程でどのように

VAD計画が作成されていったのかを，軍と赤

十字を中心とするボランタリー組織との関係に

焦点をあてて考察する。

１．イギリス赤十字社の再編とその後の動き

（１）イギリス赤十字社の再編成

1870年，イギリス赤十字社の前身である

「イギリス全国救護協会（British National Aid

Society）」９）が創設された。その後，1899 年

に設立された「イギリス赤十字中央委員会

（Central British Red Cross Committee）」10），

すなわち1904年に改称された「イギリス赤十

字中央協議会（Central British Red Cross

Council）」11）と並立状態となったが，1905年

「イギリス赤十字社（British Red Cross

Society）」12）へと合併再編された。赤十字社の

総裁となったアレキサンドラ王妃　Queen

Alexandraは，同年７月17日，バッキンガム

宮殿で開催された発会式で，再編された赤十字

社の目的を以下のように指摘した。

ボーア戦争以来，私が総裁を務めているイギリ

ス赤十字中央協議会をより実際的かつ堅固な基盤

をもつ組織に再編したいと考えていました。

それ故，イギリス赤十字中央協議会が，優れた

軍人であった故ウオンテッジ卿Lord Wantageに

よって創設されたイギリス全国救護協会と手を結

び，「イギリス赤十字社」というひとつの名称のも

とに合併するのに同意したことを私は非常にうれ

しく思います。

従って，私は，この新しい組織が会員で構成さ

れる連合体の上に築かれ，赤十字社の会員と提携

者は帝国全体のすべての階級から募集されるべき

であると提案します。

赤十字社は完全に自由意志に基づくものであり，
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陸軍および海軍省と関係は持つけれども平時には

これらの省から完全に独立して組織され活動する

ことになるでしょう。しかし，当然のことながら，

戦時には海軍及び陸軍の指揮下に入らなければな

りません。

従って私は今，この偉大な事業を遂行するため

に私を応援してくれるよう，帝国の全女性に訴え

ます。これは本質的に女性の仕事です。そして，

これは戦時に困難な義務を遂行している我が勇敢

で偉大な陸軍及び海軍を支援することのできるひ

とつの，否，唯一の方法なのです13）。

王妃のこのスピーチは短いが，その後の赤十

字運動にかかわる重要な問題を提起していた。

第一に，赤十字社がイギリスの植民地や保護領

をも含めて大英帝国全体のすべての階級から，

その会員やボランティアを募集しようとしてい

たことである。つまり，これまでの一部の特権

階級の排他的な赤十字から一般国民を巻き込ん

だ組織へと転換がはかられたのである14）。第二

に，戦時には軍の指揮下に入るが，平時には独

立した活動を展開すると宣言していることであ

る。平時の活動の必要性と軍との距離にかんし

て，それ以前より長い間議論が続いていたが15），

ここで赤十字が戦時には軍の指揮下に置かれる

事が明確になった。しかし，平時の独立した活

動の内実はまだ明らかではなかった。第三に，

赤十字の活動に女性の参加を訴えていることで

ある。この活動への参加は「本質的に女性の仕

事」であり，「陸軍および海軍を支援できる唯

一の方法」であると呼びかけている。これは，

この数年後，VADとして具体化される女性の

赤十字活動への公式の最初の訴えであり，この

ことはすなわち，女性の戦争への動員を意味す

るものであった。短いスピーチではあったが，

その内容は再編された「イギリス赤十字社」の

目的を端的かつ的確に表現したものであったと

いえる。

しかし，多数の国民，特に女性を赤十字の活

動に参加させるための具体的方針はまだ確立さ

れていなかった。赤十字執行委員会は陸軍省と

頻繁に手紙のやり取りを行い，自らの立場と活

動内容にかんして交渉を行ったが，1905年末，

以下の点で合意に達した。すなわち，「赤十字

地方支部の役割は，メンバーを登録し，資金を

集め，戦時の支部救助活動を決定すること」16）

になった。1906年７月，赤十字協議会は女性

評議委員会が州支部組織の設立に着手すること

に同意し，州の総監（Lord Lieutenant）の妻

たちの献身的な活動が展開された。こうして

1907年４月にはイギリスの４つの州を除くす

べての州に赤十字支部が設立された。ウェール

ズでは３つの州，アイルランドでは32の州の

うち12に設立され，２つの州にもつくられた17）。

スコットランドでは聖アンドリュー救急車協会

（St. Andrew’s Ambulance Association）18）が

スコットランドにおける赤十字支部として位置

づけられ，32の州に支部がつくられた19）。赤十

字支部が次々と設立されていく中，1907年６

月にはイギリスの赤十字社再編を祝ってロンド

ンで第八回赤十字国際会議が開催された。しか

し，イギリス赤十字社の再編を祝うより日露戦

争に勝利した日本の戦時医療体制に各国の関心

は集中した。特に，日露戦争時に視察に行った

イギリスの軍と赤十字社は，日本のよく訓練さ

れた優秀な看護婦部隊を理想的な姿と考えてい

た20）。こうして日本の戦時医療体制，特に女性

の救護活動は，後にイギリスのVAD計画に大

きな影響を与えていくことになった。
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（２）「1907年　国防義勇予備軍法」の成立と

国防体制

戦時における軍とボランタリー救助組織の協

力関係に新たな可能性を開いたのは，1907年

８月２日に成立した「1907年・国防義勇予備

軍法（Territorial and Reserve Forces Act,

1907）」である。この法律は徴兵制を敷いてい

なかったイギリスが，新たな防衛体制として

14の騎馬旅団（mounted brigades），14の師団

(divisions)および騎兵中隊（army troops）に

よる国防システムを確立しようとしたものだっ

たが21），「学校を終えると入隊することが義務

であるという感覚を持たされていた成人男子

は，州協会によって組織された国防義勇軍に加

わっていき，また，『土曜の夜の兵士（Saturday-

nightsoldiers）』というボランタリー軍は国防

義勇軍として改編されていった」22）。国防義勇

軍は国内で侵略に備えるためにつくられたが，

赤十字執行委員会議長，トレヴェス（F. Treves）

はこの新しく生まれた軍隊と赤十字との間で，

仕事の内容や範囲に関して整理が必要だと考え

た。そして，陸軍大臣ホールデイン（R. B.

Haldane）と軍医療部隊長官キーオウ（A. Keogh）

もまた，国防義勇軍と赤十字の医療活動を結び

つける必要性を痛感していた。こうして11月

27日，赤十字執行委員会と陸軍大臣との会議

が陸軍省でもたれ，赤十字は軍から提案された

以下の仕事を引き受けることに同意した。それ

らは，予備の宿舎，必要な設備の用意，14ヵ

所の国防義勇軍総合病院のために働くおもに男

性によって構成される要員の確保，輸送機関の

確保とともに傷病兵および食糧の輸送の組織化

であった23）。

赤十字の担うべき仕事が明らかになった後，

1908年５月４日，陸軍省は赤十字と国防義勇

軍の関係及び活動内容を各州の国防義勇軍に徹

底するために，国防義勇軍長官あてに通達覚え

書き（Circular Memorandum No.31）を送っ

た。国防義勇軍の医療制度は以下の三段階に分

類されていた。「第一段階の医療救助は戦闘部

隊の中で行われるものであり，担架運搬者とと

もに軍医が配置されること，第二段階は傷病者

を総合病院へ移動させるまでに応急処置を行う

ための野戦救急車部隊であり，それらは師団や

旅団に属すること，第三段階は，23の総合病

院を設立して各病院には520のベッドを確保

し，病院のある町の最も優秀な医者や外科医が

スタッフとして採用されること」24）となってい

た。しかし，陸軍省はこの医療制度だけでは緊

急の事態に対応できないとして，覚え書きの中

で新しく再編された赤十字の各州支部と連携し

て仕事を行うよう訴えた。

赤十字の活動については，軍評議会は現段階

でとした上で以下の６項目の活動を提起した。

すなわち，① 総合病院となる建物の確保，②

総合病院の設備の確保，③平時に常時確保され

ている訓練された医療スタッフを補完するため

に，総合病院の要員を確保すること，④傷病者

の輸送の手配，⑤兵站組織での軽食の提供，⑥

将校や兵士のための回復期療養所（Convalescent

Homes）の設置25）であった。

軍評議会は，国防体制に国民を参加させる場

合，赤十字の州支部がその組織化を行う最適任

者だと考えた。それは，軍が直接国民に戦争へ

の協力を訴えるより赤十字を通す方が有効であ

ると思われたからである。戦闘をしている軍が

傷ついた兵士を看護するより，「中立」「人道」

を掲げる赤十字がボランタリーな意志で救護活

動をする方が国民の信頼を得られるというわけ

である。軍は，州によって戦争準備の規模は異
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なったとしても，国防軍州協会（county asso-

ciation）と赤十字が互いに協力しあい，赤十

字の活動を支援することを国防義勇軍長官に強

く要請した。この覚え書きは，「1907年国防義

勇予備軍法」によって国内防衛のための義勇軍

が設立されたことを受けて，医療に関して赤十

字と国防義勇軍との連携をすすめ，戦争準備，

特に傷病兵の看護体制を具体化し全国に徹底し

ようとしたものだった。

赤十字は新しく生まれた国防義勇軍の任務と

赤十字自らの果たすべき任務との整理を軍当局

に求め，それを受けて軍当局は赤十字の活動を

提案した。赤十字はその再編当初から，積極的

に自らの任務を軍に提案していたことになる。

軍はその一部を受け入れたり修正したりしなが

ら，国防体制の強化のために赤十字と交渉を重

ねた。そして最終的には軍の意向を通していっ

た。しかし，それはある意味では避けられない

ことであった。というのも，国防体制全体を把

握していたのは当然，軍であり，赤十字はもっ

とも重要な組織の一つであったとはいえ，あく

までも軍の統括する国防体制の一翼を担ってい

るにすぎなかったからである。総合病院や輸送

体制がどの程度必要なのか，医療体制のどこが

不備なのか，知ることができたのは軍のみであ

ったろう。赤十字の最大の関心は，その設立当

初から，軍から提起された任務を他のボランタ

リー諸組織といかに分担するか，その際，それ

らの組織との関係はいかにあるべきか，に向け

られていた。戦時傷病者救護組織は赤十字だけ

でなく，赤十字社が再編された後も聖ヨハネ救

急車協会（St. John Ambulance Association）26）

や聖アンドリュー救急車協会が独自に軍と関係

を持っていた。赤十字は常に唯一の戦時救護組

織としての地位を確保しようとしていたが，そ

れはかなわなかった27）。軍は他の組織と長期に

わたる関係を築いてきており，いくつかの組織

と並列的な関係を維持することの利点を知って

いた。これこそ，イギリスのボランタリー組織

と当局との関係を特徴づけている点であった。

多くのボランタリー組織が生まれ自主的に活動

を展開し，当局はそれを奨励するか，奨励しな

いまでもその存在を容認する。しかし，必要な

時がくれば当局は諸組織を集め論議をして，集

団の交渉結果として諸組織およびその活動を整

理し，当局にとって有利なように再編成しなお

す。特に戦時には救護組織は軍の指揮下に入る

ことがジュネーヴ条約で規定されて以来28），赤

十字は平時における戦時救護活動の準備段階も

含めて完全に軍の指揮下におかれることになっ

た。しかし同時に，軍からの提案に無条件に従

うのではなく，赤十字からの会議の開催要請，

異議申し立てや修正案の提示も可能であった。

ボランタリー組織の創設時の主体性，活動の展

開における自立性，それらを当局は認めつつ必

要になれば体制に取り込んでいく。しかし，取

り込んだ後もボランタリー組織の自立性を完全

に奪うのではなく，協議を経る中で当局の意向

を浸透させ，交渉と協議の過程で合意に達する

方向を探っていく。赤十字と軍との関係も同様

であり，両者の間に交わされた多くの手紙がこ

のことを物語っている29）。従って，赤十字は戦

時には完全に軍の指揮下におかれることになっ

たが，そのことだけで赤十字がすべての自立性

を失ったとみるのは正しくないだろう。むしろ，

国防体制を確立しようとしていた軍と効率的な

戦時傷病者救護活動を目指していた赤十字が同

じ目的に向かって協力関係を築こうとした過程

とみることができる。５月４日の陸軍省からの

国防義勇軍長官あての通達覚え書きを受けて，
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赤十字執行委員会は同年６月22日，「動員の際

の国防義勇軍を支援するための赤十字各州支部

が行うべき活動」という覚え書きを赤十字各支

部に送ったが，これも軍評議会の承認を得たも

のであった30）。覚え書きの内容は赤十字執行委

員会が考案したが，軍の許可なしには送付でき

なかった。こうして，「国防義勇予備軍法」の

成立を契機に軍は各州長官に，赤十字は各支部

に，それぞれ覚え書きを送り，陸軍省，国防義

勇軍，赤十字の間に新たな協力関係が構築され，

国防体制が強化されていった。

国防義勇軍の編成，赤十字の任務の明確化と

いう国をあげての国防体制づくりによって，こ

れまでおもに男性が担っていた戦時傷病兵の看

護の仕事を女性も担っていこうとする試みが相

次いだ。アン・サマーズは前述の著書の中で，

イギリス各地で既存の組織の一部として，また

は個人として，積極的に活動に参加する女性た

ちを描いている。赤十字協議会のメンバーや州

長官の妻，聖ヨハネ修道会の女性たちは国防義

勇軍看護部隊の予備隊として「女性救助部隊

（Women’s Aid Service）」の設立を提案してい

たが，1908年6月，国防義勇軍看護婦部隊が公

式に発足した。「1907年にはすでに応急処置看

護祖国防衛団（First Aid Nursing Yeomanry

Corps: FANY）によって少女のための組織，

イズリングトン訓練部隊少女祖国防衛団

（Islington Drill Brigade Girls’ Yeomanry）も

創設されており，少女たちは青の乗馬用スカー

トにブーツ，黄色のサッシュ，顎ひものついた

赤と青の帽子に身をつつむ，強く有能な騎手」

31）であった。また，「FANYの２人の女性メン

バーはFANYを離れて二つ目の医療部隊，傷

病兵女性護送団（Women’s Sick and Wounded

Convoy Corps）を設立し，1909年初頭には，

チェシャー義勇連隊の兵士の家族の要請で聖ヨ

ハネ救急車協会が〔応急処置と看護の〕訓練コ

ースを組織し，ロンドンでは帝国防衛委員会の

指導者の１人であったエシャー子爵夫人

（Viscountess Esher）が同様のコースを開催し

た。」32）スコットランドにおいても，1909年に

は女性たち自ら応急処置や担架運搬訓練に励ん

でいた33）。

女性たちは堰を切ったように看護，特に応急

処置という仕事を担うための訓練に情熱をもや

し始めた。それまで一部の女性のものであった

看護という仕事，そしてそれを通しての社会参

加に，多くの女性たちは自分たちのエネルギー

を有効に使う道を見い出した。国家防衛に全国

民が各々の役割を果たすことを求める時代の風

潮が，女性たちの熱意をいっそう駆り立てた。

軍医療部隊の中には，女性たちの看護訓練への

参加という事実の中にそれ自体の価値だけでな

く，全国民を戦争準備へと行動させる契機が潜

んでいることを理解している者もいた。1909

年３月12日，軍医療部隊長官，キーオウは，

陸軍大臣ホールデインの姉妹，エリザベスへあ

てた手紙の中で，女性たちの看護訓練を求める

運動の重要性を認識していなかったことを打ち

明けながら次のように述べている。「〔女性側か

らの応急処置を学ぶためのクラスの組織化要請

という〕運動の価値を認識できなかったのは完

全に私の過ちです。というのも，それが固有の

意味があるというだけでなく，国中の女性たち

が国防義勇軍に加入し，そのことによって彼女

たちの夫や兄弟や息子が国防義勇軍に加わるこ

とを促進する機会となったように思えるからで

す。もし，我々が注意深くことを進めるならば，

大規模な大衆〔動員〕運動を始めるきっかけと

なるでしょう。」34）
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キーオウはこの問題を国防医療軍看護部隊の

諮問協議会に提出し，「祖国防衛のための女性

組織の拡大」を主張した35）。キーオウは国防医

療体制の不足を女性の組織化によって補完しよ

うとしたが，女性の愛国的運動の高まりはキー

オウの計画の実現化の根拠となるものであっ

た。1907年の「国防義勇予備軍法」の成立以

来，わずか２年の間に，多くのボランタリー組

織と女性が祖国防衛という仕事に熱狂的に参加

していった。

２．「ボランタリー救助部隊　Voluntary Aid

Detachments:VAD」の誕生

（１）「イギリスおよびウェールズにおけるボラ

ンタリー救助部隊計画」

1905年の赤十字社再編，1907年の「国防義

勇予備軍法」の成立を経て，国防体制および戦

時医療体制の整備が進んだが，国防義勇軍長官

は戦時医療体制の不備，すなわち，傷病兵を一

カ所に集め必要な手当を行う場所へ彼らを搬送

する体制の欠如を指摘し，その改善を要請した。

陸軍中佐マクファーソンから日本の戦時医療体

制に関する詳細な報告を受けていた軍もまた体

制の不備を認識していた。日本の戦時医療と同

様の体制をつくることは軍にとって緊急の課題

となっていた。こうして，1909年８月16日，

陸軍省によって「イギリスおよびウェールズに

おけるボランタリー救助部隊計画（Scheme

for the Organization of Voluntary Aid in

England and Wales）」が発表された。

計画はVADの起源，必要性，組織体制およ

び責任の所在を含む15項目の概要と29項目に

およぶ具体的活動に関する細目から成り立って

いた。概要の全文は以下の通りであった。

１．この計画はすでに諸外国に存在している組織

にならったものである。

２．連合王国の人々は，本国における戦時傷病兵

へのボランタリーな救助の必要性を完璧に理

解している。

３．戦時傷病者を救助するにあたって，救助組織

は独自に行動する傾向がある。しかし，すべ

てのボランタリーな救助が統合されないなら

ば効果はあがらない。

４．計画では，州の機構を利用することになって

いる。というのも，州の機構の上に国防義勇

軍が編成されているからであり，赤十字も州

の機構を基礎としているからである。

５．したがって，州協会が州のボランタリー救助

組織に責任を持つ。

６．各州協会は，この計画に規定されている内容

に則し，赤十字を通して「VAD」を組織する。

また，各州のVAD（VADの数に制限はない）

は州長官の指揮下に入り，各VADは戦時の状

況に応じて野戦病院，休息所，救急列車の要

員として利用することが可能である〔図１，

図２参照〕。

７．したがって，各VADはこれらの機能を果たせ

るような方法で訓練されなければならない。

８．VADの訓練や装備は赤十字がよいと考える方

法で行われる。しかし，負傷者の宿舎や輸送

を即座に手配したり，総合病院に運ぶまでの

一時的手当や処置を行うのに，VADが地域の

物資を利用できるように計画されるべきであ

る。したがって，男性部隊は特に負傷者の運

搬訓練を行い，女性部隊は食糧の準備や看護

の訓練を行うことになるだろう。

９．VADの効率性に何等かの統一性を持たせるた

めに，軍当局による年次または他の方法によ

る点検が必要である。また，各VADメンバー

の報告が，VADの各州長官によって州協会を

通して定期的に最高司令官に提出される〔図

４参照〕。

10．戦時における国防義勇軍の傷病者の避難は，

イギリス陸軍医療部隊の将校，ないしは，こ

の任務に指名された他の将校の指揮に従う。

そしてVADは将校の自由裁量のもと，その要
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請に基づく指揮下に置かれる。

11．もし州協会が，戦場救急車と総合病院の間の

医療サービスのギャップを埋めるためのVAD

の組織化に失敗した場合，その事実を最高司

令長官に報告しなければならない。

12．総合病院にかんしては，州協会は自らまたは

赤十字を通じて，管理責任軍医（administra-

tive medical officers），総合病院に責任を持

つ将校（officers commanding the general

hospitals），管轄区の衛生担当将校（sanitary

officers）と協議して，必要な建物を選ぶ手は

ずを整える。そして，その建物をどのように

病院として利用できるようにするか，計画が

たてられなければならない。組織婦長もこの

協議に加わる。

13．総合病院の設備の目録を作成しなければなら

ない。州協会は設備を整える仕事を赤十字に

委ね，要員の準備ができることを確認しなけ

ればならない。

14．総合病院に要請される補助要員は，この目的

のためにのみ動員されるVADから得られるは

ずである。

15．負傷者が総合病院の空きベッド数より多くな

るかもしれない。したがって，回復期療養所

や兵站部の設立，総合病院の拡大が計画され

る必要がある。州協会は赤十字に，平時から

回復期療養所や補助病院の設立計画を提出す

るよう求める責任がある36）。

こうしてVADは，組織体制としては陸軍省

を最高統括機関として，州協会または赤十字を

通して組織されることになった。州協会も赤十

字も各州に支部を持っており，軍はそれらの組

織を活用して国中にVADを設立していこうと

したが，それは最も効率的な方法であった。ま

た，州長官から州協会を通してVADにかんす

る報告が軍最高司令官に提出されることにな

り，ボランタリーな救助活動の統合がめざされ

た。

VAD計画は，すでに見たように，1908年５

月４日の陸軍省の覚え書きに示されていた赤十

字に期待された６項目の活動の具体化であっ

た。マクファーソンが日本をはじめとする諸外

国の優れた戦時救護組織の活動を研究し，イギ

リスでも同様の体制を作る必要を痛感したと

き，彼が真っ先に依拠しようとしたのは，イギ

リスにおけるボランタリーな運動の伝統と実際
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にすでに存在していたいくつかのボランタリー

救助組織であった。「…人々は…戦時傷病兵へ

のボランタリーな救助の必要性を完全に理解し

ている」（項目２）と述べられているが，この

背景には国民のボランタリー活動の伝統が戦時

という緊急時に大きな力を発揮するだろうとい

う軍の確信があったはずである。また，ボラン

タリー救助活動の統合の重要性が指摘されてい

るが，これは以前から問題となっていたボラン

タリー諸組織間の反目，競争，および活動の重

複，混乱を避けるためのものであった。VAD

計画は，その骨格は諸外国の戦時救助組織から

とられたものであるが，組織化に関してはまさ

しくイギリスのボランタリー活動の伝統に依拠

して行われようとした。

概要で計画の背景と大枠が明らかにされ，29

に及ぶ細目では具体的にVAD活動の内容が示

された37）。戦時医療体制の不備を克服するため

にVADに課せられたのは，荷馬車をはじめと

する兵士を搬送するための車両，搬送途中の休

息所や避難所，そこでの軽い飲食物と宿舎，そ

して最終目的地である総合病院や他の医療施設

および回復期療養所，各場所で働く要員，すな

わち，傷病兵の搬送手段，搬送途中の施設，医

療施設，要員の確保であった。兵士を戦闘に集

中させるには，負傷したり病気になったりした

ときに十分な手当が受けられることを保証する

ことが必要であった。それは徴兵制を持たず，

すべての兵士が自らの意志で戦闘に参加してい

た当時のイギリスにおいては切実なことであっ

たに違いない。1900年代に入って国を挙げて

の国防体制づくりの中で，これまでみてきたよ

うに国民の意識や熱意も高まっていたとはい

え，傷病兵が手厚く看護されると信じることに

よって兵士本人のみでなく，彼らの妻や母や姉

妹も安心して彼らを戦場に送り出すことができ

たであろう。そのためにこそ女性が必要であっ

た。「女性の本質は人々を世話し，愛情を注ぎ，

献身することであるといわれ」38），実際の看護

活動とともに戦争の恐怖を和らげる役目も女性

たちは担った。また，軍にとっても貴重な兵士

を迅速に回復させ戦場へ送り返すことは最も効

率的なことであった。VAD計画は兵士を確保

したい軍にとって必要であったばかりでなく，

兵士および彼らを送り出す家族の士気を鼓舞す

るためにも不可欠なものであった。

（２）VADと隊員の任務

こうして，これらの任務を果たす部隊として，

「イギリス赤十字のVAD」が各州に設立される

ことになった。次に，細目に従ってVADの構

成と任務などについて見ておこう。

VADは，日本赤十字の救護部隊とドイツの

ボランタリー救助組織同様に，男女別に組織さ

れた。細目６で，図３のように男性部隊は，司

令官1名，副司令官１名，軍医２名，補給係将

校１名，副補給将校１名，薬剤師２名，副薬剤

師2名，士官候補生の上官４名，隊員48名で構

成された。女性部隊の構成は，司令官（軍医）

１名，副司令官１名，補給係将校１名，副補給

係将校１名，女性監督官２名，隊員20名（う

ち，２名は看護学校を卒業した看護婦 trained

nurses）から構成されることが明記された。細

目10では，男性部隊は特に，道路による輸送

手段の用意，地方にある既存の建物の野戦病院

や避難所への改造，戦場近くでの軽傷者のため

の病院設立に動員され，少なくとも一つの隊は

野戦救急車を担当している野戦病院の責任者の

もとに置かれることが決定された。細目12で

は，男性隊員は担架運搬については完璧に訓練
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され，看護士に関しても，一部の隊員は事務や

衛生兵として訓練を受けるとされ，各部隊の中

には大工や機械工も必要であるとされた。項目

11では，女性部隊の任務が以下のように決め

られた。鉄道休息所の設立，避難中の傷病者へ

の飲食物の提供，移送が困難な患者に対して避

難所や臨時病院での一時的責任を負うことが任

務となり，女性たちは調理や病人食の用意だけ

でなく，鉄道の駅近辺の適当な建物を患者用の

病棟に手配する方法や看護についても訓練され

ることになった。女性部隊の半分は救急列車の

任務につく可能性があり，一部隊は男性部隊が

準備した野戦病院で看護と調理にたずさわるこ

とになった。

州協会と赤十字が共同でVADを組織するこ

とになっていたが，細目16で州協会がその責

任をはたせないときは赤十字のみにその仕事が

委ねられることになり，赤十字の州支部は州で

組織されたVADの数を半年ごとに州協会に報

告し，これらが地区司令官，最高司令官を通じ

て陸軍省へ提出されることになった。報告書の

形式は上記〔図４〕のようなものであった。

各部隊の司令官名および住所と組織された場

所の報告が義務づけられ，陸軍省による登録番

号がつけられた。この報告書を見ると，軍が全

国のVADの部隊数および部員数を把握しよう

としたことが一目瞭然である。組織された

VADは，細目18で主として以下の三つの機能

を果たすことが求められた。第一に，もし戦闘

部隊の近辺にいるならば野戦病院を設立するこ

と，第二に，臨時病院，休息所，傷病兵を集め

る場所，避難所を設立すること，第三に，これ

らの施設の設立に先だって，また，より戦場に

近いところで，野戦病院への補助的救助を行う

ことであった。そして，これらの機能を果たす

ために，細目19で，すべての州は多数のVAD

を組織すること。組織者はまず，他の国々の同

様の組織の詳細をよく知ること。そして，a

傷病者に必要な装具を身の周りのもので製作す

る方法，b応急処置と看護，cさまざまな活
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動の実地訓練，に関して頻繁に講義を行うこと

が重要であるとした。ここで興味深いのは，組

織者に他国の救護組織についての知識を得るよ

う指示していることである。軍がいかに日本を

はじめとする他の国々の救護組織から学ぼうと

していたかよくわかる。

細目20では，個々のメンバーの資格につい

て述べられ，VAD入隊希望者が聖ヨハネ救急

車協会の応急処置と野戦看護証明書を所有でき

るよう州協会が手配するべきであるとされた。

細目23では，ユニフォーム，腕章について規

定された。メンバーは特別なユニフォームを着

る必要はなかったが，身分証明書が発行され，

対戦国に認識されるように赤十字の腕章をつけ

ることが決定された。

計画の最後の二項，細目28と29では，VAD

の由来及び目的を確認している。細目28では，

この組織が国民を動員するために最も優れ，か

つ実行可能な計画であることがすでに証明され

ている日本とドイツの組織を参考にしてつくら

れたことが明記されている。また，ボランタリ

ーな救助に依拠する理由として，そのことがイ

ギリス中のすべての階級によって承認されてい

ること，そして男女，特に女性の戦時医療体制

を補完する運動がいたる所に存在していること

をあげている。しかし，統合するシステムや組

織がなく，運動が有効に活用されないままにな

っている状況を描いている。そして最後に細目

29で，州協会が責任を持って赤十字によるボ

ランタリーな努力を組織化し，緊急の課題とな

っている国防義勇軍の医療組織の不足を埋める

ことがこの計画の目的であることが確認され

た。

最後に，以上の細目の内容から陸軍省が

VADに期待していたことを整理してみたい。

まず第一に，VADの任務としては野戦病院，

臨時病院，休息所，避難所の設立とそこでの応

急処置，看護，担架運搬，事務，衛生関係の仕

事，調理，すなわち，傷病者への看護活動と部

隊の活動を支える日常生活への援助が期待され

ていた。男女の任務は分担されていたが，実際

にはVADの約三分の二を女性がしめたことに

より，女性も担架運搬の訓練を行い，自動車の

運転も行うなど男性の仕事にも関わった。第二

に，一つの部隊の人数は男性部隊の方が多く，

軍は男性部隊を重視していたように見えるが，

実際には男性部隊を集めるのは困難であった。

というのも40歳以下の成人男子は兵士として

戦闘に参加することが求められていたし，現実

に多数の男性が兵士となっていった。それにも

かかわらず，これだけの人数の男性を集めよう

としたのは男性を残らず組織しようという意図

の現れであった。イギリスの戦争史上，初めて

一般の女性をVADという形で組織したことと

同じく，軍は，男性も一人残らず動員し，国を

挙げて全国民を戦争に参加させるための手段と

して VADを位置づけた。こう見てくると，

VAD設立計画の目的は，VADを赤十字を通し

て組織し，陸軍省が全体を統括する戦時医療体

制を確立するということにとどまらず，全国民

を戦時体制に組み込んでいく仕組みを作り上げ

ることであった。

おわりに

国防医療体制の不備を国民，特に女性を組織

することによって補完しようとした軍の意図

は，VAD設立として実を結んだ。振り返れば，

イギリス兵の体力の低下，戦時医療体制の不完

全さは，典型的な帝国主義的侵略戦争であり，
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イギリスにとっては初めての総力戦であった

1899年から1902年にわたる南アフリカ戦争以

来明らかなことであり，その改革は緊急の課題

であった39）。

1902年に日本と同盟を結んでいたイギリス

にとって，1904-5年の日露戦争における日本の

戦時医療体制は衝撃であった。陸軍中佐マクフ

ァーソンは満州視察後，陸軍省に日本の戦時医

療組織に関する報告を提出した。彼はまず，大

衆の共感を利用する日本の優れた方法に注目

し，戦時の赤十字の活動が軍当局によって注意

深く決定され，それが赤十字社によって忠実に

愛国的に実行されていること，３年間の看護婦

教育の優秀さと卒業後も戦争になれば看護婦た

ちは「赤十字救護班」に組織されることに感銘

を受けた。この部隊は，医者２名，会計係１名，

薬剤師１名，看護婦監督官２名，看護婦20名

で構成されていた40）。この部隊の構成メンバー

および人員数がVADに影響を与えていること

は明らかである。女性救護班の任務は，第一に

軍病院，病院船での看護，第二に包帯の用意と

応急処置，第三に戦場から病院へと傷病兵を運

ぶための鉄道に沿った休息所，駅の食堂の設置

であった。日本赤十字社の戦時女性部隊の任務

はそのままイギリスのVAD女性部隊に引き継

がれた。マクファーソンの目には日本のこのシ

ステムこそが戦時における女性の活動の典型で

あると写った。そしてこれが日本の国民の共感

を呼び，愛国心を鼓舞したと考えた 41）。

マクファーソンは日本赤十字社の救助組織が中

央集権的であり，日本では他の組織が存在でき

なかったことも知っていた。救助組織の形態や

活動内容は日本赤十字社の救助組織と同様のも

のを構想したが，イギリスで日本のような中央

集権的組織をつくることは考えていなかった。

彼は日本にはなくイギリスに存在するもの，す

なわち，多くのボランタリー諸組織と人々の中

に伝統として定着していたボランタリー活動に

依拠しようとした。聖ヨハネ救急車協会，聖ヨ

ハネ救急車部隊，軍看護予備隊，兵士および水

兵救助協会（Soldiers’ and Sailors’ Help

Society），聖アンドリュー救急車協会など赤十

字以外にもいくつかの組織が救護活動に携わっ

ていた。軍にとっても，イギリス社会の中に深

く根をおろしているこれら諸組織の力を無視す

ることは不可能であり，また，得策でもなかっ

た。

したがって，これまでの分析からも明らかな

ように，このVAD計画を軍による上からの一

方的な方針とみるのは間違いである。確かに，

軍は国防体制とその一環であるVAD計画に関

して主導権を握ってきたが，常に赤十字をはじ

めとする諸組織の同意を得ながら進めてきた。

VAD設立計画は，すでに活動していたボラン

タリーな救助組織や運動に全国民を巻き込み，

迫りくる総力戦を戦う体制を作るためのもので

あった。そして，その体制づくりの中で，ボラ

ンタリー諸組織をより効率的に活用することが

目指された。マクファーソンは，日本赤十字社

の救護活動に感銘を受け，同様の組織の設立を

思いたった時，すでに存在したボランタリー諸

組織と国民の中に伝統として根付いていたボラ

ンタリー活動に依拠しようとした。彼がイギリ

スの有利な条件として思い描いたボランタリー

組織とその力は，このような形で戦時救助活動

へと組み込まれていった。VAD計画とは，イ

ギリスの国防体制の一翼を担う戦時医療体制を

イギリスの伝統であるボランタリー諸組織の活

動と国民のボランタリーな意志に依拠して補完

しようとするものであった。そしてその活動は
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多くの女性たちによって担われ，1905年の再

編されたイギリス赤十字社発会式でアレキサン

ドラ王妃が国民に向けて「これは本質的に女性

の仕事です」と訴えたように，まさしくイギリ

スにおける「女性の戦時活動」であった。1910

年末には8000人，1912年当初には約２万６千

人，第一次世界大戦前には約５万人の女性たち

がVADに参加していった42）。

注

１） W. G. Macpherson, Medical Services General

History, vol.1: Medical Services in the United

Kingdom; in British Garrisons Overseas; and

During Operations against Tsingtau, in

Togoland, the Cameroons, and South-West

Africa (London: His Majesty’s Stationery

Office,1921), p.56. 第一次世界大戦後の1919年10

月1日には，男性VAD902部隊４万1155人，女

性VAD3015部隊８万5391人にまで増加してい

た。

２） 赤十字は次のような経過を経て誕生した。

1828年スイスのジュネーヴに生まれたアンリ・

デュナンHenry Dunantは1859年，自らの事業

のために北イタリアのソルフェリーノを訪れ，

イタリア統一問題をめぐるフランス・サルジニ

ア連合軍15万とオーストリア軍17万が激烈な戦

闘を繰り広げている戦場に身を置くことになっ

た。デュナンは自ら現地の女性たちを集め，負

傷兵の救護活動を組織していった。この体験の

３年後に書かれた『ソルフェリーノの思い出』

で，デュナンは戦場で苦しむ兵士の姿とともに

「負傷兵のための救護組織」の創設と「国際的な

協約」の締結を訴えた。これが赤十字の原初的

姿であった。『ソルフェリーノの思い出』はヨー

ロッパ各国で大きな反響を呼び，デュナンは志

を同じくする人々とジュネーヴで「国際負傷軍

人救護委員会　International Committee for

the Assistance to Sick and Wounded Soldiers」

を設立した。これは「５人委員会」と呼ばれ，

1863年２月に第一回会議が開催された。国際赤

十字の誕生であった。1864年８月スイス政府は

正式に国際会議を招集し，16ヵ国26人の代表が

集まり，「ジュネーヴ条約―戦地軍隊ニ於ケル傷

者及病者ノ状態改善ニ関スル1864年８月22日の

ジュネーヴ条約」が採択された。デュナンが提

唱した「国際的協約の締結」と「国際的救護団

体の設立」はこうして実現した。『ソルフェリー

ニの思い出』が書かれてからわずか２年後のこ

とであった。デュナンは国際的な常置全権使節

会議や最高裁判所の設置，武器の制限，「負傷軍

人救護委員会」の平時の活動，特に自然災害時

の活動などについても考慮していた。デュナン

は，戦争による傷病兵の救護だけでなく，戦争

そのものを回避する方策も考えていたと思われ

る。赤十字の創設については，アンリ・デュナ

ン，木内利三郎訳『ソルフェリーノの思い出』

（日赤出版普及会，1969年），太田成美『赤十字

の源泉を求めて』（日本赤十字社，1999年），桝

井孝『世界と日本の赤十字』（タイムス，1999年）

など参照。

３） J. F. Hutchinson, Champions of Charity,

Boulder: Westview, 1996参照。同書でハチンソ

ンは，初期の赤十字が戦争とともに拡大してい

ったことを明らかにした。国家と二人三脚で戦

争の準備と戦時の救護活動を行い，戦争をより

やりやすくするためにこそ赤十字が必要であっ

たと述べている。

４） Arthur Marwick, Women at War 1914-1918

(London: Glasgow, 1977).

５） ブライアン・エイベル・スミス，多田羅浩

三・大和田健太郎訳『英国の病院と医療―二百

年のあゆみ―』，保健同人社，1981年。原書は，

The Hospitals 1800-1948: A Study in Social

Administration in England and Wales,

London: Heinemann, 1964.

６） Margaret Miers, Gender Issues and Nursing

Practice, Houndmills and London: Macmillan,

2000参照。

７） Anne Summers, Angels and Citizens: British

Women as Military Nurses,1854-1914, London

and New York: Routledge and Kegan Paul,

1988. アン・サマーズは同書で女性たちの生き生
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きした姿を描き，ケント州VADキャンプ活動に

参加した女性の「キャンプで過ごしたあの日々

の楽しかったこと！新鮮だったこと！ボランタ

リーな救助活動で結ばれた同志愛の中に国をひ

とつにしようとして築かれた友情があった」

(p.258)ということばを紹介している。VAD活動

は，多くの女性たちにとってそれまでの人生に

ない新鮮な経験であり，冒険であった。

８） 1915年，Joyce Dennysによって作成された

VAD募集のポスターには，大きな十字をバック

にユニフォームに身を包んだ三人の女性と「緊

急に要請されている」という文字とともに，任

務として看護人，調理人，台所の手伝い，事務

員，家事手伝い，病院雑役婦，洗濯係，自動車

運転手の仕事が書かれている。また，フランス，

イタリア，マルタ，エジプト，メソポタミア，

オランダ，スイス，ロシアなどの海外任地もあ

げられている。このようなポスターが当時の女

性たちを惹きつけ，VAD募集に大きな役割を果

たしたと思われる。

９） 1864年に締結されたジュネーヴ条約をうけて，

ヨーロッパ各国で赤十字社が創設されていった。

イギリスにおいても，1870年７月に勃発した普

仏戦争を契機に「イギリス全国救護協会」が設

立された。協会は，Victoria女王をパトロンに，

Prince of Walesを中央委員会議長，Christian

王女を女性委員会会長，Lindsay大佐を総裁に，

それぞれ決定した。活動方針の中では，後に問

題となる軍との関係や他のボランタリー組織と

の関係,平時の活動についてはふれられていなか

った (cf. Hutchinson, op. cit.,, pp.238-239.)。

10） 1870年代から帝国主義的膨張政策をとったイ

ギリスは，戦争準備のためにヨーロッパ諸国の

赤十字運動に関心をもった。一方，イギリス軍

の戦時医療体制が不十分であること，また，戦

時ボランタリー救護組織の活動が重複かつ混乱

していることも明らかとなっていた。こうして，

戦時救護組織の改革が必要とされ，1898年７月

８日に全国　救護協会，聖ヨハネ救急車協会，

軍看護予備隊の代表が陸軍医療部に非公式に招

かれ，陸軍大臣参加のもとに会議が開催された。

その結果，1898年11月23日，「イギリス赤十字

中央委員会」が設立された (cf. Hutchinson, op.

cit., pp.241-242.)。赤十字中央委員会は全国救護

協会と異なり，陸軍省による公式承認を得た。

しかし，全国救護協会が発展的解消をしたわけ

ではなく，赤十字中央委員会と並列状態にあっ

た。

11） 赤十字中央委員会が軍の公式承認を得た1899

年10月に南アフリカ戦争が勃発した。この典型

的な帝国主義戦争にイギリスは約50万の兵力を

投入した。1902年５月まで続いたこの戦争で新

しく設立された赤十字中央委員会に属する各組

織も救護活動に参加したが，統制する機関がな

く現地では混乱を招いた。何らかの調整機関が

必要であった。1904年２月に起こった日露戦争

は，戦時救護組織を統轄する唯一の機関，すな

わち強力な赤十字の必要性を軍およびボランタ

リー救護組織に痛感させた。こうして，赤十字

中央委員会がボランタリー諸組織からなる協議

会の代表となり，1904年５月，「中央委員会」の

名称を「中央協議会」とすることが決定された

(cf. A. K. Loyd, An Outline of the British Red

Cross Society -from its Foundation in 1870 to

the Outbreak of the War in 1914-,: London:

British Red Cross Society, 1917, p.17)。

12） 「中央協議会」と改称された段階でも「全国救

護協会」のA. K. Loydは限定的な活動を主張し

ていたが，国際的状況は「国内唯一の赤十字社」

の設立を求めていた。そして，ついにA. K. Loyd

も新しい出発を支援をすることに同意し「全国

救護協会」は「イギリス赤十字社」へと合併さ

れることになった。(A. K. Loyd, op. cit.,, p.18.)

13） Ibid., p.19.

14） 「全国救護協会」のA. K. Loydは，一貫して

戦時救護組織の大衆化に反対であった。彼は救

護活動への大衆の参加に反対し，「ジェントルマ

ンの組織」であることを理想とし，組織はその

メンバーと戦時傷病者のためのものであり，そ

れも必要な時にのみ存在すべきだとした。ハチ

ンソンは彼の立場を「貴族的パターナリズム」

(cf.Hutchinson, op.cit.,p.247.) と呼んだ。

15） 1905年３月にバッキンガム宮殿で開かれたイ

ギリス赤十字再編問題に関する会議でもA. K.
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Loydは赤十字の平時の活動に反対した。軍が合

併計画の背後におり，日本の赤十字活動のよう

にイギリスのボランタリー救助活動を軍への服

従的立場におくことになると主張した (cf.

Hutchinson, op. cit., p.248.)。

16） Anne Summers, op. cit., p.246.

17） A. K. Loyd, op. cit., pp.25-26.

18） 聖アンドリュー救急車協会はスコットランド

における中心的チャリティ団体のひとつである。

応急処置の訓練を行い，現在でも毎年，約２万

人の人々に指導している。起源は1881年第一回

の応急処置クラスが組織されたことに始まる。

翌年，グラスゴーの中心地にある薬局に担架が

設置され，一台の救急馬車が購入された。1882

年には173件の事故や病気に立ち会い，救急隊

として患者を病院へ搬送した。それ以後，スコ

ットランドにおける救急活動の中心的役割を担

い，第一次世界大戦中には，スコットランドに

おける赤十字支部として活動した cf.http://www.

standrewdunf.co.uk/home.htm, 2000年９月１

日。

19） S. H. Best, The Story of the British Red

Cross, London: Cassell and Comoany, 1938,

p.99.

20） W. G. Macphersonは1900年のパリ万博にお

ける有賀長雄の日本赤十字社の活動報告を聞き，

日本赤十字社に関する報告を作成した。彼はそ

の中で日本赤十字社が平時によく訓練された要

員を採用することで，戦時医療体制の強化に貢

献したことを高く評価した (cf. W. G. Macpherson.,

The Organisation and Resources of the Red

Cross Society of Japan, Journal of the Royal

Army Medical Corps 6, 1906, p.467.)。

21） Cf. W. G. Macpherson, Medical Services

General History. Vol.1. Medical Services in the

United  Kingdom; and During Operations

against Tsingtau, in Togoland, the Cameroons,

and South-West Africa, London: HMSO, 1921.

p.26.

22） Anne Summers, op. cit., p.238.

23） cf. ibid., p.247.

24） A. K. Loyd, op. cit., pp.27-28.

25） Ibid., p.28.

26） 聖ヨハネ修道会の起源は，1050年イタリア商

人がイェルサレムに聖ヨハネ宿泊所兼病院を建

設したことに始まる。イギリスでは 1100 年

Clerkenwellに小修道院が建てられ，慈善救護院

団員 (Hospitallers) が管理運営にあたった。

1877年，聖ヨハネ修道会に所属する組織として

聖ヨハネ救急車協会 (St. John Ambulance

Association: S. J. A. A.) が設立され，救急部隊

の訓練を行った。10年後には，修道会は聖ヨハ

ネ救急車部隊 (St. John Ambulance Brigade: S.

J. A. B.) を組織し，病人や事故による負傷者へ

の応急処置及び運搬にあたり，同時に，戦時に

は軍医療部隊の補助的役割を果たした。メンバ

ーはよく訓練され，海外にも出かけていき，「彼

らなしにはイギリスは戦争にいくことができな

かった」(E. Charles Vivian and J. E. Hodder

Williams, The Way of the Red Cross, London:

Hodder Stoughton, 1915, pp.221-225), といわれ

た。

27） 赤十字社は設立直後から，陸軍省に対してす

べての戦時救護活動が赤十字社を通して行われ

るよう，すなわち，唯一の救護組織の統括機関

としての立場を求めたが，それはかなわなかっ

た。陸軍省からは最終的に次のような手紙が赤

十字社あてに送付された。

1906.5.14.（抜粋）

海軍省および陸軍省は以下のことを承認か

つ同意します。戦時における大英帝国および

アイルランドでのボランタリーな援助の申し

出は，すでに援助活動を行っている聖ヨハネ

救急車協会と聖アンドリュー救急車協会以外

は，赤十字社の機関を通じてのみ提供されま

す。この修正はあなた方にとって同意できる

ものでしょうか。

陸軍大臣E. D. Wardより赤十字社執行委

員会議長F. Treves へ

(A. K. Loyd, op. cit., p.20)

すでに軍の戦時医療体制の補助的役割を行っ

ていた聖ヨハネおよび聖アンドリュー救急車協

会をさしおいて赤十字社を唯一の統括機関とす

ることは，両組織の合意を得られないだけでな
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く，軍にとっても得策ではなかった。

28） 前述の1864年に締結された全文10条からなる

「戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関ス

ル条約（1864年８月22日のジュネーヴ条約）」

は，1906年７月６日，「戦地軍隊ニ於ケル傷者及

病者ノ状態改善ニ関スル条約（1906年７月６日

のジュネーヴ条約）」として全面改定された。改

定されたジュネーヴ条約は８章及び総則を含む

33条からなる詳細なものであり，救護組織及び

人員，赤十字と軍および政府の関係という二点

に関して大きな変化があった。1864年のジュネ

ーヴ条約では，救護にあたる人員について次の

ように述べられていた。

第２条　戦地仮病院及ヒ陸軍病院ニ於テ任用

スル人員即チ監督員，医員，事務員，負傷

者運搬員並ニ説教者ハ各其本務ニ従事シ且

ツ負傷者ノ入院スヘク若クハ救助スヘキ者

アル間ハ局外中立ノ利益ヲ享有スルモノト

ス（日本赤十字社編，『赤十字条約集』，日

本赤十字社，1958年，１ページ）。

ここには戦地仮病院と陸軍病院に任用された

救護員が救助の仕事に携わっている間は,中立の

立場を維持できることが明記されている。また，

7条では救護にあたる者は「白地に赤十字」の標

章をつけることも決定された。しかし，救護組

織と軍との関係や公式承認の是非に関しては明

確に記載されていなかった。1864年のジュネー

ヴ条約締結後，世界は戦争の時代へと突入し，

相次ぐ戦争と寄り添うように赤十字社が各国に

設立されていき，1900年には30ヵ国に赤十字社

が存在した。科学技術の発展によって殺傷能力

を増した兵器は多くの犠牲者を生み出し，「ジュ

ネーヴ条約」の改定は緊急の問題となっていた。

このような状況の中で改定された「1906年のジ

ュネーヴ条約」では，救護組織と軍や政府との

関係は第10条に明確化されることになった。

第10条　本国政府カ適法ニ認可シタル篤志救

恤協会ノ人員ニシテ軍隊衛生上ノ移動機関

及固定営造物ニ使用セラルモノハ前条ニ掲

ケタル人員ト同一ニ見サルヘシ但シ該人員

ハ陸軍ノ法律規則ニ服従スヘキモノトス各

国ハ其ノ責任ノ下ニ在リテ軍隊ノ衛生勤務

ニ幇助ヲ与フルコトヲ許可シタル協会ノ名

称ヲ平時ヨリ又ハ戦争開始ノ際若ハ戦争中

何ノ場合ニモ之ヲ有効ニ使用スルニ先チ他

ノ一方国ニ通告スルヲ要ス

（日本赤十字社，前掲書，5ページ）。

ここで，篤志救恤協会すなわち赤十字社は政府

によって認可された団体であること，人員は陸

軍の法律規則に従うべきこと，救護組織の名称

を交戦相手国に通告することが明記された。ま

た，第11条では協会はあらかじめ本国政府の承

認を得なければならないと規定された。「イギリ

ス全国救護協会」に代表されたような軍や政府

から自立した救護活動をめざそうとした動きは，

「ジュネーヴ条約」改定によって国際的にも不可

能になった。戦時救護活動はこうして軍や政府

の管理下におかれていったが，戦争の巨大化に

伴う必然であった。

29） 1905年のイギリス赤十字社の再編直後から，

陸軍省と赤十字社の間で多くの手紙が交換され

た。赤十字社から「赤十字の目的」について

（1905.10.26.）。軍から「赤十字評議委員会及び

執行委員会の議事録の閲覧要請」（1905.11.28.）。

赤十字社から「戦時にはボランタリーな救護活

動は赤十字のみを通して提供されるよう要請」

（1906.5.2.）。軍から「５月２日付け赤十字社の

手紙に対して聖ヨハネ及び聖アンドリュー救急

車協会を除く修正案」（1906.5.14.）。（cf. A. K.

Loyd, op. cit.,, pp.21-25.）。赤十字社からも修正

案を出しているが，最終的には軍の意向通りに

なっていった。それは戦時救護活動という赤十

字社の存在目的からして避けられないことであ

った。特にジュネーヴ条約改定以降，赤十字社

は軍の指揮下に入らなければその活動ができな

くなり，軍の主導権のもとでの協力関係が確立

した。

30） Cf. A. k. Loyd, op. cit., p.27.

31） Anne Summers, op. cit., p.250.

32） Ibid., p.251.

33） Cf. ibid., p.251.アン・サマーズは「私たちは

女性のための小さな部隊をつくることを決心し

ました。…彼女たちは応急手当の方法を学ぶの

にとても熱心です…。」というスコットランドの
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一女性からエリザベス・ホールデインあての手

紙を紹介しているが，イギリス全土でこのよう

な女性たちの活動が活発に行われた。

34） Ibid., p.251.

35） Cf. ibid., p.252.

36） Scheme for the Organization of Voluntary

Aid in England and Wales, London: HMSO,

1909.

37） Ibid., pp.4-10.

38） Hutchinson, op. cit., p.352.

39） 南アフリカ戦争でイギリスは約２万2000人の

兵士を失ったが，そのうち，戦闘及び事故で死

亡した者5774人に対し，怪我や病気または劣悪

な医療のために死亡した者は１万6168人に達し

た (cf. Thomas Pakenham, The Boer War, New

York: Random House, 1979 p.287.)。戦闘行為そ

のものより医療体制の不備で死亡する兵士の方

が圧倒的に多かったのである。軍がいかに戦時

医療体制の改善を求めていたか明らかである。

40） W. G. Macpherson, The Role of Red Cross

Societies in Peace and War, Journal of the

United Service Institution 1, 1907, p.1357.

41） Ibid.

42） Anne Summers, op. cit., p.253.

（本稿は，国民医療研究所および全日本赤十字労働組

合連合会による「赤十字の歴史と国際比較に関する

共同研究プロジェクト」の研究の一部をまとめたも

のである。）
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Establishment of Voluntary Aid Detachments (VADs) by the British Red
Cross in 1909
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Abstract:  Voluntary Aid Detachments (VADs) were established by the British Red Cross under

the guidance of the War Office with the aim of providing medical care to soldiers who had been

injured or become ill during the First World War.  Many people joined VADs voluntarily.

Women, who had been given few opportunities to participate in social activities, played an espe-

cially active role in VAD activities so that they could “serve their country.”  They contributed

significantly to medical services during the war.  This report will discuss the nature of the 

relationship established between the War Office and the Red Cross in forming VADs: more

specifically, while reviewing the process of establishing VADs and their purposes and actual 

conditions, it will be elucidated how the Red Cross and other voluntary organizations developed

cooperative relations with the government and the military in promoting voluntary activities.

Keywords:  the Red Cross,  the First World War,  voluntary organizations,  medical services 

during the war, women’s activities during the war
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